
船舶事故調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月２６日 ０７時５５分ごろ 

発生場所 明石海峡大橋付近 

 岩屋港東防波堤灯台から真方位０２３°１,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.４′ 東経１３５°０１.０′） 

事故の概要 漁船住
すみ

吉
よし

丸は、南東進中、また、プレジャーボート宮
みや

栄
えい

は、船首を

東北東方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月２７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 漁船 住吉丸、１.５トン 

   ＨＧ３－３６０９４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 宮栄、５トン未満（長さ５.６９ｍ） 

   ２７１－２６８８０兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 西北西流約２.４ノット 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、明石海峡大橋付近で流し釣りを

していた。 

船長Ａは、多数の船舶が西方に流されながら流し釣りを行っている

中、潮上りすることとし、船尾側に立ち、手動操舵で東進中、右舷船

首方に船首を南西方に向けて漂泊中の大型の遊漁船（以下「Ｃ船」と

いう。）を認め、Ｃ船が最も東方（潮上
しおがみ

）で流し釣りを始めた船舶だ

と思い、Ｃ船の東方で流し釣りを始めようとＣ船の船尾方付近で右舵

を取った。 

船長Ａは、船尾側で流し釣りの準備をしながら、機関を中立にして

前進行きあしで南東進中、船首方を見たところ、船首至近にＢ船を認

め、直ちに機関を後進に入れて左舵を取ったが、Ａ船の右舷船首部と

Ｂ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、東進中、最も東方に視認したＣ船との距離に気を取ら

れ、Ｃ船の東方で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｃ船の東方には航行の支

障となる他船はいないと思っていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、Ｃ船の東方

で船首を東北東方に向け、船外機を中立運転として漂泊し、船長Ｂが



右舷船尾側で、同乗者が左舷船尾側で、それぞれ立って流し釣りをし

ていた。 

 船長Ｂは、左舷船尾方からＢ船に接近するＡ船を認めたが、航行し

ているＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い漂泊を続けていたと

ころ、Ａ船が更に接近して衝突の危険を感じ、Ａ船に向かって大声を

上げて手を振ったが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、両船の損傷状況と負傷者がいないことを確認

後、船長Ｂが海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

分析  Ａ船は、潮上りのため東進中、船長Ａが、右舷船首方のＣ船を最も

東方に視認し、Ｃ船の東方には航行の支障となる他船はいないと思い

右舵を取った後、機関を中立として船尾側で流し釣りの準備をしてい

たことから、Ｃ船の東方で漂泊中のＢ船に気付かず、前進行きあしで

南東進を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、船首を東北東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に接近す

るＡ船を認めた際、航行しているＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれる

と思い漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が潮上りのため東進中、Ｂ船が船首を東北東方に向

けて漂泊中、船長Ａが、Ｃ船の東方に航行の支障となる他船はいない

と思い右舵を取った後、船尾側で流し釣りの準備をし、また、船長Ｂ

が、航行しているＡ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い漂泊を続

けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、常に周囲の状況を確認するなど、継続して適切

な見張りを行い、他船を見落とさないようにすること。 

 ・船長は、漂泊中、接近する他船を認めた場合、漂泊中の自船を他

船が避けてくれると思い込まず、有効な音響による信号によって

注意を喚起するほか、必要に応じ、機関を使用して衝突を避ける

動作をとること。 

 


